
 - 1 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

令和 2 年度 第 3 回江津市農業委員会総会 

日時：令和 2 年 6 月 22 日(月) 午前 9 時 30 分～ 

場所：江津市地場産業振興センター 2 階会議室 

議事日程 

第1 会議録署名委員の指名 

第2 議案 第1号 農地法第3条第１項の規定による許可申請について 

第3 議案 第2号 農地法第5条第１項の規定による許可申請について 

第4 議案 第3号 非農地証明について 

第5 意見 第1号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について 

第6 承認 第1号 農地転用事業計画変更について 

第7 その他 

  

   

○ 出席農業委員（10 名） 

1 番佐々木英夫 2 番山田博 3 番藤井孝子 4 番和田幸子 

5 番二本木俊二 6 番大村理之 7 番山本秀彦 8 番田代和秋  

9 番深野政勝 １0 番原田和德 

 

○ 出席推進委員（9 名） 

佐々木要、河村博幸、井上清澄、流理森、湯淺憲昭、仲津和法 

壱岐和功、階本誠一、野村耕平 

 

○出席した事務局職員 事務局長土崎一雄 参事藤田佳久 次長高井誠 

 

○ 午前 9 時 30 分 農業委員会総会 開議 

事務局  ご案内の時間になりましたので、ただ今から令和 2 年度、第 3 回江津市農

業委員会総会を開会いたします。それでは、会長に挨拶の後、議事進行をよろ

しくお願いいたします。 

会 長  おはようございます。県境をまたいでの、人の往来が出来るようになりまし

たけれど、いずれにしましても、まだまだ新型コロナウイルス感染拡大対策が、
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これから色々と増えていくだろうと思います。今日も暑い中ですけれども、マ

スクの着用あるいは席を開けて頂く等、3 密に気を付けて頂いて、会議も極力

短時間で進めて行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、

今日も説明があるようですが、毎年 8 月に浜田と江津の農業委員会総会研修会

が、今年はこうした状況で中止ということになりました。また、あと事務局の

方から詳細説明がございますけれども、いずれにしましても来月以降、農地利

用状況調査あるいは荒廃農地の発生解消状況等に関する調査が始まって参り

ますので、このような時にも、こういった研修会をして皆様に利用状況調査を

詳細にして頂きたいと思っているところでございます。また、併せて人農地プ

ランも現在 45 集落中 2 集落という状況ですので、コロナの問題で滞っていま

すけれど、一緒に成果を上げていきたいと思っております。また、先月の 15

日から議会に於いて 7 月からの新たな農業委員・推進委員の任命について、同

意をいたしたところでございます。来月 17 日の総会の後、20 日に新たな農

業委員・推進委員で、総会を実施あるいは今後 3 年間、進めていくということ

で、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。それでは、ただ今より、令和

2 年度、第 3 回江津市農業委員会総会を開会いたします。本日は、佐々木康規

推進委員と崎谷推進委員より欠席の報告がありました。また、柳原委員につい

ては報告がございませんので、遅れてお見えになるかと思います。出席委員は

過半数以上でありますので本総会は成立しております。本日の議事は、お手元

の議事日程により進行いたします。なお、発言の際には挙手の上、指名を受け

てからお願いいたします。 

会 長  日程第１、会議録署名委員の指名につきましては、私から指名したいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  ご了解をいただきましたので、2 番 山田委員、3 番 藤井委員を署名委員に

指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 農地法 第３条  

≪ 清見町 ≫ 

会 長  日程第 2、議案第 1 号「農地法第 3 条第１項の規定による許可申請の 1 に

ついて」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の和田委員から
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調査結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  説明の前に会長の挨拶にもありましたが、コロナ感染対策として会議時間短

縮の為に、今回も前回総会と同様に一部を省略した形行いたいと思いますので、

ご理解願います。座って説明させていただきます。それでは、日程第 2、議案

第 1 号「農地法第 3 条第１項の規定による許可申請の 1 について」説明しま

す。事前に送付した議案集では表紙をめくって頂いた 2 ページ目になります。

また、別紙資料の位置図では表紙の裏になりますので、ご確認願います。議案

の修正をお願いしたいのですが、清見町●●●番●がありますが、譲渡人の●

●●●さんになっておりますが、通常はこの「●」が「●●●●」ですが、●

●●番●については「●●●●」の字になっておりました。全部事項証明で確

認をしたところでは、そのようになっておりましたが、議案の中では通常のま

まなので修正をお願いいたします。同じく住所につきましても、●●●●●●

●となっておりますので、よろしくお願いいたします。なお、この件につきま

しては、代理申請人に確認をしたところ、氏名錯誤というところで、許可が下

りた時には登記を進めさせて下さいということでしたので、申し添えいたしま

す。それでは改めて、説明に入らせて頂きます。農地の所在は清見町です。合

計で 8 筆、3,914 ㎡です。このうち登記地目・現況地目が田の筆は 2 筆で

1,635 ㎡、登記地目・現況地目が畑の筆が 6 筆で 2,279 ㎡になります。譲

渡人の氏名は●●●●さん、住所は●●●●●●●●●●です。譲受人の氏名

は●●●●さん、住所は●●●●●●●●●●●●●です。申請事由は、譲渡

人が高齢により耕作が出来なくなり、手伝っていた●●の譲受人・●●●●さ

んに譲るということです。対価は●●●●となっています。申請は神移行政書

士が代理申請しています。なお、先日譲渡人の●●●●さんは亡くなられまし

たが、当申請の取り下げはなく今回の対応について県の農業会議に確認したと

ころ、生前に受理した申請はそのまま取り扱ってよいと回答がありましたこと

を申し添えします。担当は和田委員です。以上で説明を終わります。 

会 長  それでは、和田委員から調査結果の報告をお願いします。 

4 番委員 位置図の 1 ページをご覧下さい。左の方から皆井田江津線が通っておりまし

て、右側が長谷方面です。跡市の方から 2 キロ程行きますと、清見町がありま

して、清見橋の手前に清見町●●番の田んぼがあります。それから、皆井田江
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津線沿いを行きまして、●●●さんの下の方に●●●番の田と●●●番●と●

●●番の畑があります。清見橋を渡りまして、●●●●さんのお宅の所、少し

坂になっているのですが、そこを上がると残りの畑がございます。20 日に佐々

木推進委員さんと現地の確認に伺い、譲受人の●●●●さんとお兄さんにお会

いして、話をしました。申請後に●●さんがお亡くなりになられましたが、生

前●●さんが田畑の耕作を手伝ってきておられ、今後耕作をして欲しいという

思いが強くありました。●●さんも継いでいく意思があるようです。田畑は少

し荒れてはいるのですが、継続が可能であり問題は無いと思いますので、ご審

議の程よろしくお願いいたします。 

会 長  ただ今、説明及び調査結果の報告がありました。この件について、何かご質

問等はありませんか。・・・ありませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 3 条第１項の規定による許可申請の

1 については、可決されました。 

≪ 千田町 ≫ 

会 長  次に、議案第 1 号「農地法第 3 条第１項の規定による許可申請の 2 につい

て」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の和田委員から調査

結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  それでは、議案第 1 号「農地法第 3 条第１項の規定による許可申請の 2 に

ついて」説明します。議案集は 1 枚めくって頂いて 3 ページ目になります。

また、別紙資料の位置図は 2 ページ目になりますので、ご確認願います。農地

の所在は千田町で合計 2 筆、413 ㎡です。このうち登記地目・現況地目が田

の筆は 1 筆・●●●㎡、登記地目・現況地目が畑の筆が 1 筆で●●●㎡です。

2 筆とも 2 名の譲渡人の共有となっています。譲渡人の氏名は●●●●さん、

住所は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、及び氏名●●●●さん、

住所は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●です。譲受人の氏名は●

●●●さん、住所は●●●●●●●●●●●です。申請事由は譲渡人が遠隔地
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に居住しており耕作できないために、譲受人が申請地を譲り受け、農業を拡大

するということです。対価は●●●●●●●●●●です。申請は本藤行政書士

が代理申請しています。担当は和田委員です。以上で説明を終わります。 

会 長  それでは、和田委員から調査結果の報告をお願いします。 

4 番委員 報告します。位置図の 2 ページをご覧下さい。丁度、真ん中になるんですけ

れど、上から下に向けて県道皆井田江津線が通っております。上が都野津方面

で下は跡市方面になります。●●●がございまして、その前、道を挟んだ向か

いに申請地がございます。駐車場寄りに 2 筆、●●●番●と●●●番●があり

ます。一応、田と畑なのですが、誰もいらっしゃらないので、耕作はしておら

れませんでしたが、復旧は出来る所です。●●●さんもちょっとでも耕作しよ

うという気持ちがありますので、よろしいかと思います。あとの 2 件と重なる

のですが、ここ一帯を●●●さんが買い取ってされていかれるようです。以上

です。よろしくお願いいたします。 

会 長  ただ今、説明及び調査結果の報告がありましたが、この件について、ご質問

等はありませんか。・・・ございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決いたします。申請のとおり、決すること

に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 3 条第１項の規定による許可申請の

2 については、可決されました。 

 農地法 第５条  

≪ 千田町 ≫ 

会 長  次に日程第 3、議案第 2 号「農地法第 5 条第１項の規定による許可申請に

ついて」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の和田委員から

調査結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  それでは、日程第 3、議案第 2 号「農地法第 5 条第１項の規定による許可

申請について」説明します。議案集は 4 ページになります。また、別紙資料の

位置図は先程と同じ 2 ページ目になりますので、ご確認願います。農地の所在

は千田町で登記地目及び現況地目ともに畑の 2 筆、計 224．3 ㎡になります。
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2 筆とも 2 名の譲渡人の共有となっています。譲渡人それから譲受人は先程の

議案第 1 号の 2 と同一ですので、朗読は省略させて頂きます。資料をご確認

願います。申請事由は譲受人が申請地を駐車場用地として利用するということ

です。対価は●●●●●●●●●●●になります。申請は本藤行政書士が代理

申請しています。担当は和田委員です。以上で説明を終わります。 

会 長  それでは、和田委員から調査結果の報告をお願いします。 

4 番委員 説明させて頂きます。場所は先程と同じ所ですが、真ん中に住宅がありまし

て住宅も含めて買われるということで、その隣にあります都野津寄りの土地の

●●●番●と●●●番●を、駐車場として利用していきたいということでした。

畑にすることは出来るかもしれませんが、そんな程度の土地でした。もうコン

クリが家の横にしてありました。問題無いと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

会 長  ただ今、説明及び調査結果の報告がありました。この件について、何かご質

問等はありませんか。・・・ございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決をいたします。申請のとおり、決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地法第 5 条第１項の規定による許可申請に

ついては、可決されました。 

 非農地証明  

≪ 千田町 ≫ 

会 長  次に日程第 4、議案第 3 号「非農地証明について」を議題といたします。事

務局の説明に続き、担当委員の和田委員並びに佐々木要推進委員から調査結果

の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  それでは、日程第 4、議案第 3 号「非農地証明について」説明します。議案

集は 1 枚めくって頂いた 5 ページ目になります。別紙資料の位置図は先程と

同じ 2 ページ目になります。また、別に現場写真がありますので、そちらもご

確認願います。農地の所在は千田町●●●番●で登記地目が畑、現況は原野で

す。登記簿面積は●●●㎡で、2 名の申請人の共有となっています。申請人の
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氏名は●●●●さん、住所は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、及

び氏名●●●●さん、住所は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で

す。申請地は昭和 60 年月日不詳より耕作しておらず原野となっているとのこ

とで、非農地証明交付申請がありました。申請は本藤行政書士が代理申請して

います。担当は和田委員そして佐々木要推進委員です。以上で説明を終わりま

す。 

会 長  それでは、和田委員から調査結果の報告をお願いします。 

4 番委員 説明をさせて頂きます。先程も言いましたように、3 つの議案は一つのもの

でして、こちらもきちっとしておきたいということで、申請を出されました。

写真にありますように、下の写真は●●●駐車場側になりまして、家の横にな

る所です。ここは家の裏側にこんもりした所で、木が生えて原野化しておりま

した。17 日に佐々木要推進委員と一緒に現地を確認して、●●●●さんのお

話しも聞かせていただき、非農地とした方が良いのではないかと思いました。

要さんも。 

佐々木要推進委員 はい。当日ですね、和田委員と一緒に現地を確認してまいりました。

写真のとおり、長年放置されておりますので、一部森林化しております、既に。

これを畑に戻すということは不可能かと思います。申請のとおりということを

確認をいたしました。以上です。 

会 長  ただ今、説明とお二方の調査結果の報告がありましたが、この件について、

ご質問はございませんか。・・・ございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問が無いようであります。採決いたします。申請のとおり、決することに

賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、非農地証明については、証明することに決し

ました。 

 農用地利用集積計画  

会 長  次に日程第 5、意見第 1 号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積

計画の承認について」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

出席者  会長、すみません、追加議案は。 
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会 長  このあとにします。 

事務局  今、お話がありましたけれども、追加議案につきましては、このあとにさせ

て頂きまして、先に意見第 1 号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用

集積計画の承認について」説明させて頂きたいと思います。資料は別冊になり

ます。1 枚めくって頂いた 1 ページ目をご確認願います。今回は桜江地区は大

貫と江尾、江津地区は松川町上津井、千田町及び都治町で合計 28 筆の集積と

なっています。地目はすべて田で、登記簿面積は合計 43,184 ㎡です。詳細

については、資料の 2 ページ以降にそれぞれ記載しておりますので、お目通し

願います。また、資料の最後には今回集積した位置図がございます。併せてご

確認いただけたらと思います。以上で説明を終わります。 

会 長  ただ今、事務局より説明がありました。この計画を定めることについて、江

津市より農業委員会の意見を求められているものであります。この件について、

何かご質問等はございませんか。・・・ございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決いたします。承認される方の挙手をお願

いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、意見第 1 号「農業経営基盤強化促進法に基づ

く農地利用集積計画の承認について」は、承認されましたので、江津市に「異

議なし」と回答いたします。 

 農用転用事業計画変更  

≪ 跡市町 ≫ 

会 長  次に、別冊でお配りしています、日程第 6、承認第 1 号「農地転用事業計画

変更について」を議題といたします。事務局の説明に続き、担当委員の和田委

員から調査結果の報告をお願いいたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  それでは、日程第 6、承認第 1 号「農地転用事業計画変更について」説明を

します。議案集、先日追加で送付させてもらいましたものになります。ご確認

願います。1 枚めくって頂いた 2 ページ目をご覧下さい。農地の所在は跡市町

●●●番●で登記地目が田になります。登記簿面積は●●●㎡です。当該農地

は平成 29 年 11 月の農業委員会総会において、農地法第 5 条第 1 項の転用
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申請が許可されております。その後、転用計画に基づいて植林を試みたが、土

壌の状態が悪くうまく育てることができず全て枯れてしまいました。当時の転

用計画を断念せざるを得なくなったとして、今回承継者の資材置き場として計

画変更の申請が提出されております。転用事業者の氏名は●●●●さん、住所

は●●●●●●●●●●●●●●、承継者の氏名は●●●●さん、住所は●●

●●●●●●●●●●になります。申請は邑南町の植田行政書士が代理申請し

ています。担当は和田委員です。以上で説明を終わります。 

会 長  それでは、和田委員から調査結果の報告をお願いします。 

4 番委員 それでは、事業計画変更について報告いたします。こちらも２０日に佐々木

推進委員と現地を確認してまいりました。当初は桜を植えるということでした

が、うまく育たなかったようで、現在は桜も枯れて防草シートが張られており

ました。申請地の隣に●●さんという家がありますが、これは以前おられた方

で、今は●●さんが住んでおられます。●●さんの所の了解で申請することに

より、周囲に被害を及ぼすことは無いと思われました。資材置き場で適当でな

いかと思います。よろしくお願いいたします。 

会 長  ただ今、説明と調査結果の報告がありました。この件について、ご質問はご

ざいませんか。・・・ございませんか。 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

会 長  質問等が無いようであります。採決いたします。申請のとおり、承認される

方の挙手をお願いいたします。 

〔 挙手全員 〕 

会 長  挙手全員と認めます。よって、農地転用事業計画変更の 1 については、承認

されました。 

会 長  その他については、総会終了後に行います。以上で日程のすべてを議了いた

しました。これをもちまして、第 3 回江津市農業委員会総会を閉会といたしま

す。なお、次回の開催は 7 月 17 日の金曜日を予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

 

〔 閉会 午前 10 時 00 分 〕 
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